
昭
和
三
十
六
年
総
理
府
・
農
林
省
令
第
一
号

北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
二
十
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
海
域
指
定
）

第
一
条
　
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
海
域
は
、
北
緯
四
十
六
度
東
経
百
四
十
七
度
の
点
か
ら
北
緯
四
十
三
度
四
十
五
分
東

経
百
四
十
五
度
十
五
分
の
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
国
後
島
ケ
ラ
ム
イ
岬
灯
台
と
北
海
道
根
室
市
納
沙
布
岬
灯
台
と
を
結
ぶ
線
の
中
心
点
に
至
り
、
更
に
同
点
か
ら
同
灯
台
と
歯
舞
群
島
貝
殻
島
灯
台
と
を
結
ぶ
線
の
中
心
点
を
見
通
す

線
を
北
緯
四
十
三
度
の
点
に
至
る
線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域
内
に
あ
る
北
方
地
域
の
地
先
水
面
を
水
面
と
す
る
海
域
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
、
子
及
び
父
母
に
該
当
す
る
者
が
一
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
と
し
、
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
者
が
こ
れ
ら
の

者
の
う
ち
か
ら
協
議
し
て
定
め
る
者
（
一
人
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
二
　
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
指
定
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指
定
者
」
と
い
う
。
）
が
同
号
の
指
定
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
指
定
者
」
と
い
う
。
）
と
同
一
世
帯
で
あ
る
場
合
　
指
定

者
の
年
収
（
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
一
年
間
の
収
入
の
額
。
こ
の
条
及
び
第
二
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
八
十
三
万
円
未
満
で
あ
つ

て
、
か
つ
、
被
指
定
者
の
年
収
よ
り
少
な
い
場
合

二
　
指
定
者
が
被
指
定
者
と
世
帯
を
異
に
す
る
場
合
　
指
定
者
の
年
収
が
三
百
八
十
三
万
円
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
年
収
が
被
指
定
者
の
年
収
よ
り
少
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
と
き

イ
　
継
続
し
て
一
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
つ
て
、
被
指
定
者
が
指
定
者
に
対
し
毎
月
五
万
円
以
上
の
生
計
の
援
助
を
行
つ
て
い
る
と
き

ロ
　
イ
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
被
指
定
者
が
指
定
者
に
対
し
年
額
六
十
万
円
以
上
の
生
計
の
援
助
を
行
つ
て
い
る
と
き

（
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
条
の
三
　
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
介
護
、
介
助
そ
の
他
収
入
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
指
定
者
の
生
活
の
安
定
に
主
と
し
て
寄
与
し
て
い
る
も
の
と
し
て
指
定
者
及
び
そ
の
配
偶
者
等
（
同
項
第

五
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
等
を
い
う
。
第
二
条
の
五
か
ら
第
二
条
の
七
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
共
同
し
て
協
会
の
定
め
る
書
類
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
四
　
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
死
亡
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
死
亡
し
た
者
」
と
い
う
。
）
が
同
号
の
当
該
配
偶
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
と
同
一
世

帯
で
あ
つ
た
場
合
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
年
収
が
三
百
八
十
三
万
円
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
配
偶
者
等
の
年
収
よ
り
少
な
か
つ
た
場
合

二
　
死
亡
し
た
者
が
配
偶
者
等
と
世
帯
を
異
に
し
て
い
た
場
合
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
年
収
が
三
百
八
十
三
万
円
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
配
偶
者
等
の
年
収
よ
り
少
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ

に
該
当
す
る
と
き

イ
　
継
続
し
て
一
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
つ
て
、
配
偶
者
等
が
死
亡
し
た
者
に
対
し
毎
月
五
万
円
以
上
の
生
計
の
援
助
を
行
つ
て
い
た
と
き

ロ
　
イ
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
配
偶
者
等
が
死
亡
し
た
者
に
対
し
年
額
六
十
万
円
以
上
の
生
計
の
援
助
を
行
つ
て
い
た
と
き

（
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
確
認
）

第
二
条
の
五
　
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
確
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
は
、
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
配
偶
者
等
が
、
協
会
に
対
し
前
条
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す

る
旨
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
協
会
が
定
め
る
書
類
を
提
出
し
、
協
会
か
ら
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
死
亡
し
た
者
に
関
す
る
確
認
は
一
回
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
条
の
六
　
法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
介
護
、
介
助
そ
の
他
収
入
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
者
の
生
活
の
安
定
に
主
と
し
て
寄
与
し
て
い
た
も
の
と
し
て
そ
の
者
の
配
偶
者
等
が
共
同
し
て

協
会
の
定
め
る
書
類
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
）

第
二
条
の
七
　
法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
は
、
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
配
偶
者
等
が
、
協
会
に
対
し
前
条
の
書
類
を
提
出
し
、
第
二
条
の
五
に
定
め
る
確
認
と
併
せ
て
協
会

か
ら
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
付
対
象
法
人
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
　
漁
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合

二
　
農
業
協
同
組
合

三
　
森
林
組
合

四
　
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合

五
　
商
工
組
合

六
　
環
境
衛
生
同
業
組
合

1



第
四
条
　
法
第
四
条
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
（
信
用
協
同
組
合
を
除
く
。
）
又
は
漁
業
生
産
組
合
、
生
産
森
林
組
合
若
し
く
は
企
業
組
合
で
あ
つ
て
、
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
総
組
合
員
の
過
半
を
し
め
る
も
の

二
　
合
名
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
で
あ
つ
て
、
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
が
そ
の
社
員
（
業
務
執
行
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
総
数
の
十
分
の
九
以
上
で
あ
る
も
の

三
　
株
式
会
社
で
あ
つ
て
、
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
が
そ
の
株
主
の
総
数
の
十
分
の
九
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
十
分
の
九
以
上
を
保
有
し
て
い
る
も
の

四
　
一
般
社
団
法
人
で
あ
り
、
か
つ
、
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
が
そ
の
社
員
の
総
数
の
十
分
の
九
以
上
で
あ
つ
て
、
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
七
月
三
日
総
理
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
九
日
総
理
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
日
総
理
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
七
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
四
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
二
五
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
施
行
日
前
に
同
項
の
旧
法
指
定
を
し
た
者
（
同
項
又
は
同
条
第
三
項
の
指
定
を
し
た
者
を
除
く
。
以
下
「
旧
法
指
定
者
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
被
指
定
者
」
と
い
う
。
）
と
同
一
世
帯
で
あ
る
場
合
　
同
項
の
施
行
前
に
、
旧
法
指
定
者
の
年
収
（
協
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
一
年
間
の
収
入
の
額
。
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
八
十
三
万
円
未
満
で

あ
つ
て
、
か
つ
、
同
項
の
被
指
定
者
の
年
収
よ
り
少
な
い
場
合

二
　
旧
法
指
定
者
が
被
指
定
者
と
世
帯
を
異
に
す
る
場
合
　
同
項
の
施
行
前
に
、
旧
法
指
定
者
の
年
収
が
、
三
百
八
十
三
万
円
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同
項
の
被
指
定
者
の
年
収
よ
り
少
な
い
場
合
に
お
い
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
該

当
す
る
と
き

イ
　
継
続
し
て
一
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
つ
て
、
被
指
定
者
が
旧
法
指
定
者
に
対
し
毎
月
五
万
円
以
上
の
生
計
の
援
助
を
行
つ
て
い
る
と
き

ロ
　
イ
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
被
指
定
者
が
旧
法
指
定
者
に
対
し
年
額
六
十
万
円
以
上
の
生
計
の
援
助
を
行
つ
て
い
る
と
き

２
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
介
護
、
介
助
そ
の
他
収
入
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
旧
法
指
定
者
の
生
活
の
安
定
に
主
と
し
て
寄
与
し
て
い
る
も
の
と
し
て
旧
法
指
定
者
及
び
そ
の
配
偶
者
等
（
法
第

二
条
第
二
項
第
五
号
の
配
偶
者
等
を
い
う
。
）
が
共
同
し
て
協
会
の
定
め
る
書
類
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
と
す
る
。
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